
　この街づくり協議会は、「逃げないですむ街づくり」のため、住民にとって広域避難場所にはどんな施設を誘致すれば安心
か、安全で良好な市街地のためには、どのような公共施設や建築の際のルールが必要かを検討し、まとめました。話し合いの
内容は、そのつど協議会によって全戸配布され、アンケートも実施されました。
　世田谷区は、平成14年12月に街づくり協議会からの「街づくり提案」を受け、平成15年4月に、防災性を高めた新たな「区役
所周辺地区地区街づくり計画」を策定しました。さらにそのなかでも、早く、確実に整備が必要な内容を選び、平成16年1月に
「世田谷区役所周辺地区防災街区整備地区計画」を策定しました。平成20年2月には、より一層の防災性の向上を目指し、「特
定防災街区整備地区」の指定と、あわせて地区街づくり計画及び防災街区整備地区計画の変更を行いました。
　さらに、平成30年3月には、補助52号線の整備による土地利用の変化に対応し、本計画の目標を実現していくため、地区の
区分の変更を行いました。
　この地区計画は、住民の皆さんがコミュニティや街の歴史を大切にし、住み慣れた街に住まいながら、安全な市街地を実現
する「街づくり」のルールです。なにとぞ皆様のご参加とご協力をお願いいたします。

　平成7年1月17日に発生した阪神淡路大震災は、安全な避難場所とともに、被害が拡大
しないために、一つ一つの道路、一つ一つの建物の安全が、なにより大切であることを示
しました。そこで、平成7年4月に、「区役所周辺地区街づくり計画」を策定して、防災街づくり
の方針に沿った建て替えに協力を求めてきました。そして、平成10年には「国士舘大学一
帯」が広域避難場所に指定され、防災街づくりの拠点が確保されました。
　このような中、広域避難場所の重要な一角を占める都立明正高校が、平成15年に廃校と
なることが明らかになりました。見慣れた安心の風景を失うのではないかと危機感を強め
た地元町会や住民の皆さんが、平成13年から防災街づくりの話し合いの場を設けました。

　　　　　 このため、世田谷区は、住民の生命財産を守るため、昭和56年から地元の皆さんの参加を求め、防災街づくりを
進めてきました。一貫した目標は、区役所周辺に広域避難場所を配置し、周囲の住宅の不燃化を進め、緊急車両が活動でき
る避難路を整備することです。昭和63年からは、老朽住宅の不燃化建て替えの促進や、避難路拡幅事業を実施しています。

　世田谷・若林・梅丘地区は、古くからの寺社や史跡、大学などが存在する、歴史のある街です。一方で、道路が未
整備のまま宅地化が進行し、「震災時に甚大な被害が想定される災害危険度の高い地区」となっています。
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通り抜け整備（概ねの整備箇所を示しています。
詳細は担当にご確認下さい。）

補助52号線沿道若林・梅丘・豪徳寺・
宮坂地区地区計画区域

※特記：地区防災施設１号は主要生活道路ですが、
　　　　　当面は６ｍに拡幅していきます。
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補助５２号線沿道若林・梅
丘・豪徳寺・宮坂地区地区計

が定められています。

別冊パンフレットも併せてご覧下さい。

が定められています。

別冊パンフレットも併せてご覧下さい。
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２０１８年３月

１　不燃化特区制度（2021年３月まで）

　　
　　  

２　その他の制度や助成

１　不燃化特区制度（2021年３月まで）

　　
　　  

２　その他の制度や助成
都市防災不燃化促進事業（広域避難場所外周120メートルの区域での
建替え助成等）・狭あい道路拡幅整備事業・ユニバーサルデザイン生活
環境整備助成制度・街づくり専門家派遣制度・緑化助成制度・雨水流出
抑制施設設置助成制度などの制度があります。

都市防災不燃化促進事業（広域避難場所外周120メートルの区域での
建替え助成等）・狭あい道路拡幅整備事業・ユニバーサルデザイン生活
環境整備助成制度・街づくり専門家派遣制度・緑化助成制度・雨水流出
抑制施設設置助成制度などの制度があります。

老朽建築物の除却や建替え助成、固定資産税、都市計画税の減免など
の支援策を活用し、 建物の不燃化を促進します。
老朽建築物の除却や建替え助成、固定資産税、都市計画税の減免など
の支援策を活用し、 建物の不燃化を促進します。

詳しくは各助成制度等のパンフレットをご覧ください。詳しくは各助成制度等のパンフレットをご覧ください。

７ ８

●土地の区画形質の変更
●建築物の建築又は工作物の建設
●建築物等の用途の変更
●建築物等の形態又は意匠の変更

建築主事（都・区）または
指定確認検査機関

  東京都の防災都市づくり推進計画〈基本計画〉で重点整備地域とされた本地

区において、「逃げないですむ防災街づくり」をめざす。広域避難場所地区の文

教的土地利用を積極的に誘導し、十分な安全性を確保する。また、避難場所

周辺市街地の不燃化と避難路の整備を進め、道路及び建築物により、災害に

強い市街地を形成していく。

１　　災害時には避難路や延焼を防ぐ道路として、日常では安心して往来できる道路

として、都市計画道路や主要生活道路に接続する適切な幅員の地区防災施設を

整備する。

２　　避難ネットワークを形成するため、地区外周部においても地区防災施設を配置

する。このため、地区防災施設が地区境に配置される場所では、計画線の地区外

側の位置を地区の境界とする。

地区内を７区分した上で、土地利用の適正化を図る。

１   広域避難場所地区

広域避難場所としての機能を維持、向上するため、災害時に避難上有効な
空地を有する土地利用を誘導していく。

このため、学校等の空地を有する土地利用を誘導し、敷地内には日常的にも
地域住民の潤いとなり、防災上も有効な防災緑地を確保する。また、５,０００㎡以
上の敷地にあっては、駐車場を含まない避難上有効な空地を６割以上設ける。

２   広域避難場所外周Ａ地区・Ｂ地区・Ｃ地区・Ｄ地区

 　   （広域避難場所の外周１２０ｍ以内の地区）

広域避難場所への輻射熱を低減させ、かつ災害に強い市街地形成と良好な
住宅地の保全、及び地区内避難路を確保する。

また、用途地域に応じ、Ａ地区・Ｂ地区・Ｃ地区・Ｄ地区を設け、用途地域の特
性に応じた土地利用を誘導する。

３　世田谷線沿線Ａ地区・Ｂ地区（世田谷税務署以南）

災害に強い市街地形成と良好な住宅地の保全、及び地区内避難路を確保
する。

また、用途地域に応じ、Ａ地区・Ｂ地区を設け、用途地域の特性に応じた土地
利用を誘導する。

もみじ公園

１　　公園や広場を地区内に適切に配置し、緑のある住民の憩いの場として整備を

図る。

２　　烏山川緑道は、緑化を推進して住民の憩いの場とし、防災性の向上に資する防

災緑地網として機能の維持、保全を図る。

　 建物の建て詰まりを防ぎ、不燃化を推進することにより延焼を抑制し、災害に強い

市街地を形成する。また、良好な住宅地を保全するため、建物の高さ及び建物利用

を誘導する。

   このため、地区の区分に応じて、以下の項目を定めることとする。

２　建築物等の高さの最高限度

４　建築物等の用途の制限

７　壁面の位置の制限

10　垣若しくはさくの構造の制限
   また、広域避難場所地区内の建築物等は、上記に加え周辺の市街地の住環境と

調和したものとし、避難者がスムーズに移動できるよう、塀等を設けず開放性のある

外構とする。

１　建築物の構造に関する防火上必要な制限

３　建築物等の高さの最低限度

５　建築物の建蔽率の最高限度

６　建築物の敷地面積の最低限度

８　壁面後退区域における工作物の設置の制限

９　建築物等の形態若しくは意匠の制限

   耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。

    地区防災施設である路線もしくは

都市計画道路に接する敷地、あるい

は敷地内に地区防災施設がある敷地

では、耐火建築物あるいは準耐火建

築物又は、外壁及び軒裏を防火構造

とする建築物としなければならない。

    ただし、次のいずれかに該当するも

のは、この限りでない。

１  主要構造部が不燃材料で造られて
いる物置その他これに類する用途
に供し床面積の合計が５㎡以内の
もの。

２  主要構造部が不燃材料（屋根にあ
っては不燃材料と同等若しくはそれ
以上の効力のあるもの。）で造られ
ている車庫で床面積の合計が３０
㎡以内であるもの。

   ただし、５０００㎡以上の

敷地で空地（駐車場を含ま

ない）が６割以上あるものは、

４５ｍとする。

２５ｍ ２５ｍ

－

－ －－

－

－

－

－

－

－

－

 　ただし、次のいずれかに該当するものは、この限りでない。

１　建築面積の２分の１未満の部分

２　増築又は改築に係る建築物で当該増築又は改築が建築基準法施行令
（昭和２５年政令第３３８号）第１３７条の１０第１号及び第２号に定める範囲
のもの

３　平屋建ての附属建築物（建築物に附属する門又は塀を含む。）

 ５ｍ

 ７０㎡  ５０㎡  ７０㎡

１　次の各号に掲げるもの以外
は建築してはならない。

　     ただし、建築基準法第３条
第３項の規定にかかわらず、
従前の用途から変更がない
ものはこの限りではない。

（１）学校、図書館その他これら
に類するもの

（２）巡査派出所、公衆電話所
その他公益上必要なもの

（３）（１）、（２）に掲げるものに附
属するもの

２　５，０００㎡以上の敷地にお
いて確保すべき６割の空地
の部分では、駐車等を目的と
して、これに附随する工作物
を設置してはならない。

１　 １住戸の専用面積が１８㎡未満のものを有するものは建築してはならない。ただし、

寮又は寄宿舎において、共用の食堂又は浴室等を有するものについては、この限りで

ない。

２　建築基準法別

表第二（ほ）項第二

号に規定するマー

ジャン屋、ぱちんこ

屋、射的場、勝馬投

票券発売所、場外

車券売場その他こ

れらに類するもの、

及び法別表第二（

ほ）項第三号に規

定するカラオケボッ

クスその他これに

類するものは建築

してはならない。

２　建築基準法別表第二（ほ）

項第二号に規定するマージ

ャン屋、ぱちんこ屋、射的場、

勝馬投票券発売所、場外車

券売場その他これらに類する

もの、及び法別表第二（ほ）項

第三号に規定するカラオケボ

ックスその他これに類するも

のは建築してはならない。

   ５，０００㎡以上の敷地にお

いては、１０分の４とする。

   なお、建築基準法第５３条

第三項の適用及び第四項の

許可は行わない。

　建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び当該建築物に附属する門又は塀は、次のとおりとする（以下この計画

において「地区防災施設等に係る制限」という。）。

１ 敷地内に地区防災施設がある敷地においては、地区防災施設の道路中心線から、３ｍ以上離さなければならない。

２ 地区防災施設と６ｍ未満の道路及び、地区防災施設同士が隅角１２０度未満で交わる角敷地においては、その角
を頂点とする２ｍの底辺を持つ二等辺三角形の底辺となる線を越えて入隅側に建築してはならない。

　 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの

距離は、次のとおりとする。

1　５００㎡未満の敷地においては、隣地境界線から０．５ｍ以上離さ
なければならない。

２　５００㎡以上の敷地においては、隣地境界線から１ｍ以上離さな
ければならない。

   建築物の外壁又はこれに

代わる柱の面から隣地境界

線までの距離は、次のとおり

とする。

１ ５００㎡未満の敷地にお
いては、隣地境界線から
０．５ｍ以上離さなければ
ならない。

２ ５００㎡以上の敷地にお
いては、隣地境界線から
１ｍ以上離さなければな
らない。

  次の部分の敷地については、工作物を設置してはならない。

１　地区防災施設に係る部分の敷地

２　地区防災施設と６ｍ未満の道路及び、地区防災施設同士が隅角１２０度未満で交わる角敷地で、その角を頂点と
する２ｍの底辺を持つ二等辺三角形の底辺となる線を越えて入隅側

１   出窓、軒その他これらに類するものは、壁面の位置の制限の地区防災施設等に係る制限の規定により建築物の
外壁又はこれに代わる柱を設けることができないこととなる敷地の部分に突出する形状としてはならない。

２　建築物の屋根及び外壁の色彩は、原色を避け、落ち着いた色調とし、周辺の環境と調和したものとする。

３　ネオン等を含め屋外広告物は、地区の良好な美観・風致を著しく侵すものは避けるものとする。また、腐朽、腐食、
破損しやすい材料を使用したものは設置してはならない。

   道路及び公園、公共空地に面してコンクリートブロック塀等を築造してはならない。ただし、コンクリートブロック塀等

の高さが０．６ｍ以下のものは、この限りでない。

　 ５，０００㎡以上の敷地では、

避難上有効な空地に通ずる

場所に、避難の妨げとなる構

造の垣（コンクリートブロック塀

等を含む）を築造してはならな

い。ただし、以下の場合はこの

限りではない。

１　元来の地形に極端な高低

差が生じている等の場合

２　学校教育法による中学校

以下の用途で、防犯上必

要な場合

平成３０年３月　７日

平成２０年２月２０日

平成１６年１月３０日都市計画決定・告示　世田谷区告示第

都市計画変更・告示　世田谷区告示第

都市計画変更・告示　世田谷区告示第

５７号

１５９号

１２７号

約8.4ha 約6.2ha 約9.4ha 約0.2ha 約9.6ha 約2.6ha約14.3ha
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